
一
九 

気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
及
び
関
連
法
令 

  

政 
令 

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

 
 
 

御 

名 
 

御 

璽 

 
 

 
 
 
 
 

平
成
十
一
年
四
月
七
日 

内
閣
総
理
大
臣 

小
渕 

恵
三  

政
令 

第
百
四
十
三
号 

 
 

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令 

 

 

第
一
章 

総
則  

（
温
室
効
果
ガ
ス
た
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
）  

第
一
条  

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律 

（
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
第
二
条
第
三
項
第
四
号 

の
政
令
で
定
め
る
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。  

一  

ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
）  

二  

ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
三
二
）  

三  

フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
四
一
）  

四  

一
・
一
・
一
・
二
・
二
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ

―
一
二
五
）  

五  

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一

三
四
）  

六  

一
・
一
・
一
・
二
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一

三
四
ａ
）  

七  

一
・
一
・
二
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
三
）  

八  

一
・
一
・
一
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
三
ａ
）  

九  

一
・
一
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
一
五
二
ａ
）  

十  

一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
三
・
三
―
ヘ
プ
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別

名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
）  

十
一  

一
・
一
・
一
・
三
・
三
・
三
―
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別

名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
六
ｆ
ａ
）  

十
二  

一
・
一
・
二
・
二
・
三
―
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ

Ｆ
Ｃ
―
二
四
五
ｃ
ａ
）  

十
三  

一
・
一
・
一
・
二
・
三
・
四
・
四
・
五
・
五
・
五
―
デ
カ
フ
ル
オ

ロ
ペ
ン
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
四
三
―
一
〇
ｍ
ｅ
ｅ
） 

 

〔
後
略
〕 

 

 

（『官
報
』号
外
第 

６
７ 

号 

平
成 

１
１
年 

４
月 

７
日 

水
曜
日
） 

 


